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(57)【要約】
【課題】ガス絶縁機器について予防保全を適切に行うこ
とが可能な、ガス監視装置を提供する。
【解決手段】実施形態のガス監視装置は、ガス絶縁機器
に設置され、そのガス絶縁機器の内部に封入された絶縁
ガスを監視する。ガス監視装置は、装置本体と開閉弁と
検知部と制御部とを有する。装置本体は、流路が内部に
形成されており、ガス絶縁機器から絶縁ガスが流路に導
入されて流れる。開閉弁は、装置本体に設置されており
、その流路を開閉する。検知部は、装置本体に設置され
ており、絶縁ガスの特性を検知して検知信号を出力する
。制御部は、検知部が出力した検知信号に基づいて、開
閉弁の動作を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガス絶縁機器に設置され、前記ガス絶縁機器の内部に封入された絶縁ガスを監視するガ
ス監視装置であって、
　流路が内部に形成されており、前記ガス絶縁機器から前記絶縁ガスが前記流路に導入さ
れて流れる装置本体と、
　前記装置本体に設置されており、前記流路を開閉する開閉弁と、
　前記装置本体に設置されており、前記絶縁ガスの特性を検知して検知信号を出力する検
知部と、
　前記検知部が出力した検知信号に基づいて、前記開閉弁の動作を制御する制御部と
　を有することを特徴とするガス監視装置。
【請求項２】
　前記検知部は、
　前記絶縁ガスの圧力を検出し、前記検知信号として圧力検知信号を出力する圧力センサ
と、
　前記絶縁ガスの温度を検出し、前記検知信号として温度検知信号を出力する温度センサ
と
　を有し、
　前記制御部は、前記圧力検知信号と前記温度検知信号とに基づいて、前記絶縁ガスにつ
いて検知された圧力に関して基準温度での圧力に換算し、当該換算した圧力の値に応じて
前記開閉弁の動作を制御する、
　請求項１に記載のガス監視装置。
【請求項３】
　前記検知部は、
　前記絶縁ガスの分解によって生じる分解ガスを検知し、前記検知信号として分解ガス検
知信号を出力する分解ガスセンサ
　を有し、
　前記制御部は、前記分解ガス検知信号に基づいて、前記開閉弁の動作を制御する、
　請求項１または２に記載のガス監視装置。
【請求項４】
　前記検知部は、
　前記絶縁ガスの流量を検知し、前記検知信号として流量検知信号を出力する流量センサ
　を有し、
　前記制御部は、前記流量検知信号に基づいて、前記開閉弁の動作を制御する、
　請求項１から３のいずれかに記載のガス監視装置。
【請求項５】
　前記検知部は、
　前記絶縁ガスに含まれる水分量を検知し、前記検知信号として水分量検知信号を出力す
る水分量センサ
　を有し、
　前記制御部は、前記水分量検知信号に基づいて、前記開閉弁の動作を制御する、
　請求項１から４のいずれかに記載のガス監視装置。
【請求項６】
　前記検知部が出力した検知信号に基づいて、情報を表示する表示部
　を有する、
　請求項１から５のいずれかに記載のガス監視装置。
【請求項７】
　前記表示部は、
　前記開閉弁の開閉状態に関する情報を表示する開閉表示部
　を含む、
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　請求項６に記載のガス監視装置。
【請求項８】
　前記表示部は、
　前記絶縁ガスの特性に関する情報を表示する絶縁ガス特性表示部
　を含む、
　請求項６または７に記載のガス監視装置。
【請求項９】
　前記絶縁ガス特性表示部は、
　前記検知部が出力した検知信号に基づいて、前記絶縁ガスの特性が予め定めた範囲から
外れたと判断されるときには、異常であることを示す情報を表示する、
　請求項８に記載のガス監視装置。
【請求項１０】
　前記表示部は、前記装置本体に設置されている、
　請求項６から９のいずれかに記載のガス監視装置。
【請求項１１】
　前記検知部が出力した検知信号を記憶する記憶部
　を有する、
　請求項１から１０のいずれかに記載のガス監視装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記検知部が出力した検知信号を無線通信によって受信するように構成
されている、
　請求項１から１１のいずれかに記載のガス監視装置。
【請求項１３】
　前記装置本体は、
　前記検知部が設置されている第１本体部と、
　前記開閉弁および前記制御部が設置されている第２本体部と
　を有し、
　前記第１本体部と前記第２本体部との間が着脱自在に構成されている、
　請求項１から１２のいずれかに記載のガス監視装置。
【請求項１４】
　前記第１本体部は、複数であり、
　前記第２本体部において、前記制御部は、前記複数の第１本体部のそれぞれに設置され
た検知部が出力する検知信号のそれぞれに基づいて、前記開閉弁の動作を制御する、
　請求項１３に記載のガス監視装置。
【請求項１５】
　前記第２本体部は、複数であり、
　前記複数の第２本体部のそれぞれにおいて、前記制御部は、前記第１本体部に設置され
た検知部が出力する検知信号に基づいて、前記開閉弁の動作を制御する、
　請求項１３に記載のガス監視装置。
【請求項１６】
　前記第１本体部は、複数であり、
　前記第２本体部は、複数であり、
　前記複数の第２本体部のそれぞれにおいて、前記制御部は、前記複数の第１本体部に設
置された検知部が出力する検知信号に基づいて、前記開閉弁の動作を制御する、
　請求項１３に記載のガス監視装置。
【請求項１７】
　　前記ガス絶縁機器は、複数のガス区画を有し、
　前記複数のガス区画のうち、一のガス区画には、前記第１本体部および前記第２本体部
が設置され、
　前記複数のガス区画のうち、前記一のガス区画以外の他のガス区画には、前記第１本体
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部が設置されずに前記第２本体部が設置され、
　前記複数のガス区画のそれぞれは、前記一のガス区画に設置された第１本体部および第
２本体部と、前記他のガス区画に設置された第２本体部とを介して、互いに連通しており
、
　前記複数の第２本体部に設置されている制御部のそれぞれは、前記一のガス区画に設置
された前記第１本体部において前記検知部が出力する検知信号に基づいて、前記複数の第
２本体部に設置されている開閉弁のそれぞれについて動作を制御する、
　請求項１５に記載のガス監視装置。
【請求項１８】
　前記複数の第２本体部のそれぞれにおいて、前記制御部は、
　前記複数の第２本体部に設置されている開閉弁のそれぞれを開けた状態で、前記第１本
体部に導入された絶縁ガスの特性を前記検知部に検知させて前記検知信号を出力させる第
１ステップと、
　前記第１ステップで前記検知部が出力した検知信号に基づいて、前記第１本体部に導入
された絶縁ガスの特性が予め定めた範囲から外れたと判断される場合には、前記複数の第
２本体部のうち一の第２本体部に設置された開閉弁を閉じた状態で前記第１本体部に導入
された絶縁ガスの特性を前記検知部に検知させて前記検知信号を出力させる第２ステップ
と、
　前記第１ステップで前記検知部が出力した検知信号と、前記第２ステップで前記検知部
が出力した検知信号とに基づいて、前記第１本体部に導入された絶縁ガスの特性について
変動の有無を判断する第３ステップと
　を行い、
　前記第３ステップにおいて前記第１本体部に導入された絶縁ガスの特性について変動が
有るときには、前記第２ステップと前記第３ステップとを順次繰り返し行う、
　請求項１７に記載のガス監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ガス監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　変電所や発電所などの電力設備には、ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ（Ｇａｓ　Ｉｎｓｕｌ
ａｔｅｄ　Ｓｗｉｔｃｈｇｅａｒ））などのガス絶縁機器が設置されている。ガス絶縁機
器は、導体が密閉タンクの内部に収容されており、その密閉タンクの内部には絶縁ガスが
封入されている。絶縁ガスとしては、たとえば、絶縁性能に優れるＳＦ６ガスが用いられ
ている。
【０００３】
　ガス絶縁機器においては、予防保全のために、内部に封入された絶縁ガスの状態を監視
している。
【０００４】
　具体的には、絶縁ガスの漏れを監視するために、圧力センサおよび温度センサを用いて
、密閉タンクに封入された絶縁ガスについて、基準温度における圧力を求めることが提案
されている。これにより、たとえば、地球温暖化係数が高いＳＦ６ガスなどの絶縁ガスが
大気へ放出される量を、監視することができる（たとえば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、絶縁ガスの分解で生じた分解ガスを監視するために、分解ガスセンサを用いるこ
とが提案されている。たとえば、絶縁性能の低下等を防止するために、放電によってＳＦ

６ガスが分解して生成された分解ガス（ＨＦ，ＳＯ２など）を検知する（たとえば、特許
文献２参照）。
【０００６】
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　さらに、絶縁性能の低下等を防止するために、絶縁ガスに含まれる水分量を監視してい
る（たとえば、特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平０８－２４７８８７号公報
【特許文献２】特開平０５－９９８４８号公報
【特許文献３】特開平０５－１２６７７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記においては、ガス絶縁機器の内部に封入された絶縁ガスの状態につ
いて的確かつ効率的に監視することが容易でない場合がある。特に、絶縁ガスの漏れが微
量であるときには、検知が容易でないので、絶縁ガスの漏れを的確に停止させることが困
難な場合である。
【０００９】
　その結果、ガス絶縁機器について予防保全を適切に行うことが容易でない場合がある。
【００１０】
　したがって、本発明が解決しようとする課題は、ガス絶縁機器について予防保全を適切
に行うことが可能な、ガス監視装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　実施形態のガス監視装置は、ガス絶縁機器に設置され、そのガス絶縁機器の内部に封入
された絶縁ガスを監視する。ガス監視装置は、装置本体と開閉弁と検知部と制御部とを有
する。装置本体は、流路が内部に形成されており、ガス絶縁機器から絶縁ガスが流路に導
入されて流れる。開閉弁は、装置本体に設置されており、その流路を開閉する。検知部は
、装置本体に設置されており、絶縁ガスの特性を検知して検知信号を出力する。制御部は
、検知部が出力した検知信号に基づいて、開閉弁の動作を制御する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施形態において、ガス監視装置を示す側面図である。
【図２】図２は、実施形態において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様子を模式
的に示す図である。
【図３】図３は、実施形態において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた部分を拡大
して示す図である。
【図４】図４は、実施形態の変形例において、ガス監視装置を示す側面図である。
【図５】図５は、実施形態の変形例において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様
子を模式的に示す図である。
【図６】図６は、実施形態の変形例において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様
子を模式的に示す図である。
【図７】図７は、実施形態の変形例において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様
子を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［Ａ］ガス監視装置の構成
　図１は、実施形態において、ガス監視装置を示す側面図である。図１においては、電気
信号の流れを一点鎖線の矢印で示すと共に、絶縁ガスの流れを太い矢印で示している。
【００１４】
　図１に示すように、ガス監視装置１は、装置本体１０と、開閉弁２０と、検知部３０と
、制御部４０と、表示部５０と、記憶部６０とを有する。詳細については後述するが、ガ
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ス監視装置１は、ガス絶縁機器（図示省略）の内部に封入された絶縁ガスＧ１０を監視す
るために、ガス絶縁機器（図示省略）に設置される。
【００１５】
　ガス監視装置１を構成する各部について順次説明する。
【００１６】
［Ａ－１］装置本体１０
　装置本体１０は、図１に示すように、内部に流路Ｆ１０が形成されている。装置本体１
０は、ガス絶縁機器（図示省略）から絶縁ガスＧ１０が流路Ｆ１０に導入されて流れるよ
うに構成されている。
【００１７】
　本実施形態では、装置本体１０は、第１本体部１１（センサブロック）と第２本体部１
２（開閉弁ブロック）とを有する。
【００１８】
　装置本体１０においては、第１本体部１１と第２本体部１２とそれぞれが着脱自在に構
成されている。つまり、装置本体１０は、第１本体部１１と第２本体部１２とのそれぞれ
に分割すると共に、第１本体部１１と第２本体部１２とが連結して一体になるように構成
されている。
【００１９】
　装置本体１０のうち、第１本体部１１は、検知部３０が設置されている。第１本体部１
１は、たとえば、直方体形状であって、金属材料を用いて形成されており、流路Ｆ１０が
中心を貫通している。そして、第１本体部１１は、その流路Ｆ１０に沿った方向において
、一方の側（図１では右側）に位置する端部にフランジ１１Ｆが形成され、他方の側（図
１では左側）に位置する端部にアダプタ１１１が設置されている。
【００２０】
　この一方で、装置本体１０のうち、第２本体部１２は、開閉弁２０、制御部４０、表示
部５０、および、記憶部６０が設置されている。第２本体部１２は、第１本体部１１と同
様に、たとえば、直方体形状であって、金属材料を用いて形成されており、流路Ｆ１０が
中心を貫通している。そして、第２本体部１２は、その流路Ｆ１０に沿った方向において
、他方の側（図１では左側）に位置する端部にフランジ１２Ｆが形成され、一方の側（図
１では右側）に位置する端部にアダプタ１２１が設置されている。
【００２１】
　装置本体１０は、第１本体部１１のフランジ１１Ｆと第２本体部１２のフランジ１２Ｆ
とが両者の間が、ボルトなどの締結部材を用いて連結されている。
【００２２】
［Ａ－２］開閉弁２０
　開閉弁２０は、図１に示すように、装置本体１０に設けられている。開閉弁２０は、装
置本体１０に形成された流路Ｆ１０を開閉するように構成されている。
【００２３】
　本実施形態では、開閉弁２０は、上述したように、装置本体１０のうち、第２本体部１
２に設置されている。
【００２４】
　開閉弁２０は、第２本体部１２に設置された弁駆動部２１によって駆動して開閉動作を
行うように構成されている。弁駆動部２１は、たとえば、アクチュエータである。
【００２５】
［Ａ－３］検知部３０
　検知部３０は、図１に示すように、装置本体１０に設置されている。検知部３０は、装
置本体１０の流路Ｆ１０に導入された絶縁ガスＧ１０の特性を検知して、検知信号Ｓ３０
を出力するように構成されている。
【００２６】
　本実施形態では、検知部３０は、圧力センサ３１と、温度センサ３２と、分解ガスセン
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サ３３と、流量センサ３４と、水分量センサ３５とを有する。圧力センサ３１と温度セン
サ３２と分解ガスセンサ３３と流量センサ３４と水分量センサ３５とのそれぞれは、装置
本体１０のうち、第１本体部１１に設置されている。
【００２７】
　検知部３０のうち、圧力センサ３１は、絶縁ガスＧ１０の圧力を検出し、検知信号Ｓ３
０として圧力検知信号Ｓ３１を出力する。
【００２８】
　検知部３０のうち、温度センサ３２は、絶縁ガスＧ１０の温度を検出し、検知信号Ｓ３
０として温度検知信号Ｓ３２を出力する。
【００２９】
　検知部３０のうち、分解ガスセンサ３３は、絶縁ガスＧ１０の分解によって生じる分解
ガスを検知し、検知信号Ｓ３０として分解ガス検知信号Ｓ３３を出力する。
【００３０】
　検知部３０のうち、流量センサ３４は、絶縁ガスＧ１０の流量を検知し、検知信号Ｓ３
０として流量検知信号Ｓ３４を出力する。
【００３１】
　検知部３０のうち、水分量センサ３５は、絶縁ガスＧ１０に含まれる水分量を検知し、
検知信号Ｓ３０として水分量検知信号Ｓ３５を出力する。
【００３２】
［Ａ－４］制御部４０
　制御部４０は、図１に示すように、装置本体１０に設けられている。制御部４０は、弁
駆動部２１を介して第２本体部１２に設置されている。
【００３３】
　制御部４０は、演算器であって、検知部３０が出力した検知信号Ｓ３０に基づいて演算
処理を行って、開閉弁２０の動作を制御するように構成されている。ここでは、制御部４
０は、信号入力線（図示省略）を介して検知部３０から信号入力部４１に検知信号Ｓ３０
が入力される。そして、制御部４０は、その信号入力部４１に入力された検知信号Ｓ３０
に応じて、弁制御信号Ｓ４１を弁駆動部２１へ出力する。制御部４０は、信号出力線（図
示省略）を介して、弁制御信号Ｓ４１を弁駆動部２１へ出力する。これにより、制御部４
０は、開閉弁２０の開閉動作について制御を行う。
【００３４】
　具体的には、制御部４０は、圧力検知信号Ｓ３１と温度検知信号Ｓ３２とに基づいて演
算処理を行うことによって、絶縁ガスＧ１０について検知された圧力に関して基準温度で
の圧力に換算する。そして、制御部４０は、その換算した圧力の値に応じて開閉弁２０の
動作を制御する。ここでは、制御部４０は、基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値
が予め定めた範囲を外れたと判断される場合に、開閉弁２０の動作を制御する。
【００３５】
　また、制御部４０は、分解ガス検知信号Ｓ３３に基づいて演算処理を行うことによって
、絶縁ガスＧ１０に含まれる分解ガスの濃度を求める。そして、制御部４０は、その分解
ガスの濃度に応じて開閉弁２０の動作を制御する。ここでは、制御部４０は、絶縁ガスＧ
１０に含まれる分解ガスの濃度が予め定めた範囲を外れたと判断される場合に、開閉弁２
０の動作を制御する。
【００３６】
　また、制御部４０は、流量検知信号Ｓ３４に基づいて演算処理を行うことによって絶縁
ガスＧ１０の流量を求める。そして、制御部４０は、その絶縁ガスＧ１０の流量に応じて
開閉弁２０の動作を制御する。ここでは、制御部４０は、絶縁ガスＧ１０の流量が予め定
めた範囲を外れたと判断される場合に、開閉弁２０の動作を制御する。
【００３７】
　また、制御部４０は、水分量検知信号Ｓ３５に基づいて演算処理を行うことによって絶
縁ガスＧ１０に含まれる水分の濃度を求める。そして、制御部４０は、その絶縁ガスＧ１



(8) JP 2016-5355 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

０に含まれる水分の濃度に応じて、開閉弁２０の動作を制御する。ここでは、制御部４０
は、絶縁ガスＧ１０に含まれる水分の濃度が予め定めた範囲を外れたと判断される場合に
、開閉弁２０の動作を制御する。
【００３８】
　この他に、制御部４０は、検知部３０が出力した検知信号Ｓ３０に基づいて、表示部５
０の動作を制御するように構成されている。ここでは、制御部４０は、信号入力部４１に
入力された検知信号Ｓ３０に応じて表示制御信号Ｓ４２を表示部５０へ出力する。制御部
４０は、信号出力線（図示省略）を介して、表示制御信号Ｓ４２を表示部５０へ出力する
。これにより、制御部４０は、表示部５０の表示動作について制御を行う。
【００３９】
［Ａ－５］表示部５０
　表示部５０は、図１に示すように、装置本体１０に設けられている。表示部５０は、デ
ィスプレイを含み、情報を表示するように構成されている。
【００４０】
　本実施形態では、表示部５０は、開閉表示部５１と絶縁ガス特性表示部５２とを有する
。開閉表示部５１と絶縁ガス特性表示部５２との両者は、装置本体１０において、第２本
体部１２に設置されている。
【００４１】
　表示部５０のうち、開閉表示部５１は、制御部４０が出力する表示制御信号Ｓ４２に基
づいて、開閉弁２０の開閉状態に関する情報を表示する。たとえば、開閉弁２０を開けら
れたときには、開閉表示部５１は、開閉表示制御信号Ｓ４２１に応じて、開閉弁２０が開
いた状態であることを示す表示を行う。この一方で、開閉弁２０が閉じられたときには、
開閉表示部５１は、開閉表示制御信号Ｓ４２１に応じて、開閉弁２０が閉まった状態であ
ることを示す表示を行う。
【００４２】
　表示部５０のうち、絶縁ガス特性表示部５２は、制御部４０が出力する表示制御信号Ｓ
４２に基づいて、絶縁ガスＧ１０の特性に関する情報を表示する。ここでは、検知部３０
が出力した検知信号Ｓ３０に基づいて絶縁ガスＧ１０の特性が予め定めた範囲から外れた
と制御部４０が判断したときには、絶縁ガス特性表示部５２は、情報表示制御信号Ｓ４２
２に応じて、絶縁ガスＧ１０の特性について異常であることを示す情報を表示する。
【００４３】
　たとえば、圧力検知信号Ｓ３１と温度検知信号Ｓ３２とに基づいて、基準温度における
絶縁ガスＧ１０の圧力の値が予め定めた範囲から外れたと制御部４０が判断したときには
、絶縁ガス特性表示部５２は、基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が異常である
ことを示す情報を表示する。
【００４４】
　また、たとえば、分解ガス検知信号Ｓ３３に基づいて、絶縁ガスＧ１０に含まれる分解
ガスの濃度が予め定めた範囲を外れたと制御部４０が判断したときには、絶縁ガス特性表
示部５２は、分解ガスの濃度が異常であることを示す情報を表示する。
【００４５】
　また、たとえば、流量検知信号Ｓ３４に基づいて、絶縁ガスＧ１０の流量が予め定めた
範囲を外れたと制御部４０が判断したときには、絶縁ガス特性表示部５２は、絶縁ガスＧ
１０の流量が異常であることを示す情報を表示する。
【００４６】
　また、たとえば、水分量検知信号Ｓ３５に基づいて、絶縁ガスＧ１０に含まれる水分の
濃度が予め定めた範囲を外れたと制御部４０が判断したときには、絶縁ガス特性表示部５
２は、絶縁ガスＧ１０に含まれる水分の濃度が異常であることを示す情報を表示する。
【００４７】
［Ａ－６］記憶部６０
　記憶部６０は、装置本体１０に設けられている。ここでは、記憶部６０は、メモリを含



(9) JP 2016-5355 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

み、弁駆動部２１と制御部４０とを介して、第２本体部１２に設置されている。
【００４８】
　本実施形態では、記憶部６０は、検知部３０が出力した検知信号Ｓ３０を順次記憶して
蓄積する。
【００４９】
　具体的には、記憶部６０は、圧力センサ３１が出力した圧力検知信号Ｓ３１を、時間に
関連付けて記憶する。また、記憶部６０は、温度センサ３２が出力した温度検知信号Ｓ３
２を、時間に関連付けて記憶する。また、記憶部６０は、分解ガスセンサ３３が出力した
分解ガス検知信号Ｓ３３を、時間に関連付けて記憶する。また、記憶部６０は、流量セン
サ３４が出力した流量検知信号Ｓ３４を、時間に関連付けて記憶する。さらに、記憶部６
０は、水分量センサ３５が出力した水分量検知信号Ｓ３５を、時間に関連付けて記憶する
。
【００５０】
［Ｂ］ガス監視装置の取付けについて
　図２は、実施形態において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様子を模式的に示
す図である。
【００５１】
　本実施形態では、ガス絶縁機器１００の内部に封入された絶縁ガスＧ１０について監視
するために、たとえば、図２に示すように、複数のガス監視装置１ａ，１ｂ，１ｃがガス
絶縁機器１００に取付けられる。
【００５２】
　図２では図示を簡略化しているが、複数のガス監視装置１ａ，１ｂ，１ｃのそれぞれは
、図１に示したガス監視装置１と同様に構成されている。つまり、複数のガス監視装置１
ａ，１ｂ，１ｃのそれぞれは、第１本体部１１ａ，１１ｂ，１１ｃと第２本体部１２ａ，
１２ｂ，１２ｃとを有し、第１本体部１１ａ，１１ｂ，１１ｃと第２本体部１２ａ，１２
ｂ，１２ｃとのそれぞれは、図１に示した第１本体部１１および第２本体部１２と同様に
構成されている。
【００５３】
　ガス絶縁機器１００は、図２に示すように、密閉タンク１０１と絶縁スペーサ１０２と
導体１０３とを有する。
【００５４】
　ガス絶縁機器１００において、密閉タンク１０１は、たとえば、円筒形状の金属容器で
あって、複数が絶縁スペーサ１０２を介して連結されている。絶縁スペーサ１０２は、絶
縁材料で形成されており、密閉タンク１０１の内部空間を区画している。導体１０３は、
密閉タンク１０１の内部空間において、密閉タンク１０１の軸に沿って延在しており、絶
縁スペーサ１０２に支持されている。
【００５５】
　ガス絶縁機器１００は、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３に区画されている。複数のガ
ス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のそれぞれは、密閉タンク１０１の内部空間に絶縁ガスＧ１０が
密封されている。絶縁ガスＧ１０として、たとえば、ＳＦ６などの絶縁性のガスが封入さ
れている。
【００５６】
　複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のうち、第１ガス区画Ａ１には、母線１１１が設けら
れている。第１ガス区画Ａ１において、密閉タンク１０１の外部には、第１ガスバルブＶ
１１１が設置されていると共に、第１のガス監視装置１ａが設置されている。第１のガス
監視装置１ａは、流路Ｆ１０（図１参照）が、第１ガスバルブＶ１１１を介して、密閉タ
ンク１０１の内部空間に連通するように、第１ガスバルブＶ１１１に接続されている。こ
こでは、第１のガス監視装置１ａに設置された一対のアダプタ１１１，１２１（図１参照
）のうち、たとえば、第１本体部１１ａに設けられたアダプタ１１１を用いて、第１のガ
ス監視装置１ａが第１ガスバルブＶ１１１に連結されている。
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【００５７】
　複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のうち、第２ガス区画Ａ２は、第１ガス区画Ａ１の隣
りに位置している。第２ガス区画Ａ２には、接地開閉器が接続された断路器１１２が設け
られている。第２ガス区画Ａ２において、密閉タンク１０１の外部には、第２ガスバルブ
Ｖ１１２が設置されていると共に、第２のガス監視装置１ｂが設置されている。第２のガ
ス監視装置１ｂは、流路Ｆ１０（図１参照）が、第２ガスバルブＶ１１２を介して、密閉
タンク１０１の内部空間に連通するように、第２ガスバルブＶ１１２に接続されている。
ここでは、第２のガス監視装置１ｂに設置された一対のアダプタ１１１，１２１（図１参
照）のうち、たとえば、第１本体部１１ｂに設けられたアダプタ１１１を用いて、第２の
ガス監視装置１ｂが第２ガスバルブＶ１１２に連結されている。
【００５８】
　複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のうち、第３ガス区画Ａ３は、第２ガス区画Ａ２の隣
りに位置している。第３ガス区画Ａ３には、ガス遮断器１１３が設けられている。第３ガ
ス区画Ａ３において、密閉タンク１０１の外部には、第３ガスバルブＶ１１３が設置され
ていると共に、第３のガス監視装置１ｃが設置されている。第３のガス監視装置１ｃは、
流路Ｆ１０（図１参照）が、第３ガスバルブＶ１１３を介して、密閉タンク１０１の内部
空間に連通するように、第３ガスバルブＶ１１３に接続されている。ここでは、第３のガ
ス監視装置１ｃに設置された一対のアダプタ１１１，１２１（図１参照）のうち、たとえ
ば、第１本体部１１ｃに設けられたアダプタ１１１を用いて、第３のガス監視装置１ｃが
第３ガスバルブＶ１１３に連結されている。
【００５９】
　第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとの両者は、配管Ｐ１を介して、互
いの流路Ｆ１０（図１参照）が、連通している。たとえば、第１のガス監視装置１ａに設
置された一対のアダプタ１１１，１２１（図１参照）のうち、第２本体部１２ａに設けら
れたアダプタ１２１が、配管Ｐ１の一端に連結されている。そして、たとえば、第２のガ
ス監視装置１ｂに設置された一対のアダプタ１１１，１２１（図１参照）のうち、第２本
体部１２ｂに設けられたアダプタ１２１が、配管Ｐ１の他端に連結されている。
【００６０】
　図３は、実施形態において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた部分を拡大して示
す図である。図３では、図２において、第３のガス監視装置１ｃの取付け部分について示
している。
【００６１】
　図３に示すように、第３のガス監視装置１ｃは、アダプタ１１１を用いて第３ガスバル
ブＶ１１３に、直接、連結される。つまり、本実施形態では、第３のガス監視装置１ｃと
第３ガスバルブＶ１１３との間に配管を介在させずに、両者を連結させることができる。
【００６２】
　このように、本実施形態においては、第３のガス監視装置１ｃと第３ガスバルブＶ１１
３との間に配管を介在していないので、絶縁ガスＧ１０が大気に放出される量を最小限に
抑制することができる。また、絶縁ガスＧ１０の特性（圧力など）について、正確に検知
することができる。
【００６３】
　なお、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとの両者についても、第３の
ガス監視装置１ｃの場合と同様に、アダプタ１１１を用いて第３ガスバルブＶ１１３に、
直接、連結される。
【００６４】
［Ｃ］絶縁ガスＧ１０の監視について
　複数のガス監視装置１ａ，１ｂ，１ｃを用いて、ガス絶縁機器１００の内部に封入され
た絶縁ガスＧ１０を監視するときの動作に関して、図２等を参照して説明する。
【００６５】
［Ｃ－１］第１ガス区画Ａ１，第２ガス区画Ａ２について
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　図２に示すように、第１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２とのそれぞれにおいて、密閉
タンク１０１の内部空間に封入された絶縁ガスＧ１０に関して監視を行うときには、第１
のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとのそれぞれを使用する。
【００６６】
　ここでは、第１ガスバルブＶ１１１を開けた状態にすると共に、第１のガス監視装置１
ａに設けられた開閉弁２０（図１参照）を開けた状態にする。これにより、第１ガス区画
Ａ１において密閉タンク１０１から第１のガス監視装置１ａの流路Ｆ１０に絶縁ガスＧ１
０を導入することによって、監視を行う。
【００６７】
　これと同様に、第２ガスバルブＶ１１２を開けた状態にすると共に、第２のガス監視装
置１ｂに設けられた開閉弁２０（図１参照）を開けた状態にする。これにより、第２ガス
区画Ａ２において密閉タンク１０１から第２のガス監視装置１ｂの流路Ｆ１０に絶縁ガス
Ｇ１０を導入することによって、監視を行う。
【００６８】
　上述したように、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとは、配管Ｐ１を
介して、互いの流路Ｆ１０（図１参照）が、連通している。
【００６９】
　このため、たとえば、第１ガス区画Ａ１において絶縁ガスＧ１０が漏れた場合には、第
１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２との両者において、絶縁ガスＧ１０の圧力が低下する
。このとき、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとの両者において、基準
温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が予め定めた値よりも低下したと判断される場合
には、開閉弁２０を開いた状態から閉じた状態にする。その結果、第１ガス区画Ａ１にお
いて絶縁ガスＧ１０が漏れた場合であっても、第２ガス区画Ａ２において絶縁ガスＧ１０
の圧力が低下することを防止可能である。
【００７０】
　また、たとえば、第１ガス区画Ａ１において絶縁ガスＧ１０が分解して分解ガスが発生
した場合には、その分解ガスが第１ガス区画Ａ１から第２ガス区画Ａ２へ流入する。この
とき、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとの両者において、絶縁ガスＧ
１０に含まれる分解ガスの濃度が予め定めた値を超えたと判断される場合には、開閉弁２
０を開いた状態から閉じた状態にする。その結果、第１ガス区画Ａ１において分解ガスが
発生した場合であっても、第１ガス区画Ａ１から第２ガス区画Ａ２へ分解ガスが流入する
ことを防止可能である。
【００７１】
　さらに、たとえば、第１ガス区画Ａ１において絶縁ガスＧ１０に含まれる水分が増加し
た場合には、その水分が第１ガス区画Ａ１から第２ガス区画Ａ２へ流入する。このとき、
第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとの両者において、絶縁ガスＧ１０に
含まれる水分の濃度が予め定めた値を超えたと判断される場合には、開閉弁２０を開いた
状態から閉じた状態にする。その結果、第１ガス区画Ａ１において水分が増加した場合で
あっても、第２ガス区画Ａ２において水分量が増加することを防止可能である。
【００７２】
　なお、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとの両者において、開閉弁２
０を閉じた状態にしたときには、開閉弁２０が閉じられた状態であることを示す情報が開
閉表示部５１で表示される。さらに、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂ
との両者において、絶縁ガスＧ１０の特性（圧力など）が予め定めた範囲から外れたと判
断したときには、絶縁ガスＧ１０の特性について異常であることを示す情報が、絶縁ガス
特性表示部５２で表示される。
【００７３】
　その他、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂとの両者は、流量検知信号
Ｓ３４に基づいて、絶縁ガスＧ１０の流量が予め定めた値を超えたと判断される場合には
、開閉弁２０を閉じる。また、流量検知信号Ｓ３４と圧力検知信号Ｓ３１とに基づいて、
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絶縁ガスＧ１０が大気へ放出された量を求めることができる。
【００７４】
［Ｃ－２］第３ガス区画Ａ３について
　図２に示すように、第３ガス区画Ａ３において密閉タンク１０１の内部空間に封入され
た絶縁ガスＧ１０に関して監視を行うときには、第３のガス監視装置１ｃを使用する。
【００７５】
　ここでは、第３ガスバルブＶ１１３を開けた状態にすると共に、第３のガス監視装置１
ｃに設けられた開閉弁２０（図１参照）を閉めた状態にする。これにより、密閉タンク１
０１から第３のガス監視装置１ｃの流路Ｆ１０に絶縁ガスＧ１０を導入して監視を行う。
具体的には、第３のガス監視装置１ｃは、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置
１ｂとの両者と同様に、絶縁ガスＧ１０の特性（圧力、分解ガス、水分など）について監
視する。
【００７６】
　なお、第３ガス区画Ａ３の内部に絶縁ガスＧ１０を外部から導入するときには、第３ガ
スバルブＶ１１３を開けた状態にすると共に、第３のガス監視装置１ｃに設けられた開閉
弁２０（図１参照）を開けた状態にする。そして、その導入する絶縁ガスＧ１０の特性（
圧力、分解ガス、水分など）について、第３のガス監視装置１ｃが監視を行う。その監視
の結果、導入する絶縁ガスＧ１０の特性が予め定めた範囲から外れたと判断したときには
、第３のガス監視装置１ｃは、第３のガス監視装置１ｃに設けられた開閉弁２０（図１参
照）を開けた状態から閉じた状態にする。このため、たとえば、外部から導入する絶縁ガ
スＧ１０に不純物（水分、分解ガスなど）が多く含まれるときには、その絶縁ガスＧ１０
の導入を停止することができる。
【００７７】
　同様に、第３ガス区画Ａ３の内部から絶縁ガスＧ１０を外部へ排出して回収するときに
は、第３ガスバルブＶ１１３を開けた状態にすると共に、第３のガス監視装置１ｃに設け
られた開閉弁２０（図１参照）を開けた状態にする。そして、その排出する絶縁ガスＧ１
０の特性（圧力、分解ガス、水分など）について、第３のガス監視装置１ｃが監視を行う
。その監視の結果、その排出する絶縁ガスＧ１０の特性が予め定めた範囲から外れたと判
断したときには、第３のガス監視装置１ｃは、第３のガス監視装置１ｃに設けられた開閉
弁２０（図１参照）を開けた状態から閉じた状態にする。このため、たとえば、外部へ排
出する絶縁ガスＧ１０に不純物（水分、分解ガスなど）が多く含まれるときには、その絶
縁ガスＧ１０の排出を停止することができる。その結果、絶縁ガスＧ１０を回収する容器
（図示省略）が、汚染されることを防止することができる。
【００７８】
［Ｄ］まとめ
　以上のように、本実施形態のガス監視装置１（１ａ，１ｂ，１ｃ）は、装置本体１０と
開閉弁２０と検知部３０と制御部４０とを有する。ガス監視装置１（１ａ，１ｂ，１ｃ）
において、開閉弁２０は、装置本体１０の流路Ｆ１０を開閉し、検知部３０は、絶縁ガス
Ｇ１０の特性を検知して検知信号Ｓ３０を出力する。そして、その検知部３０が出力した
検知信号Ｓ３０に基づいて、制御部４０が開閉弁２０の動作を制御する。ここでは、基準
温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値、絶縁ガスＧ１０の分解によって生じる分解ガス
の濃度、絶縁ガスＧ１０に含まれる水分量、および、絶縁ガスＧ１０の流量を検知部３０
が検知し、その検知によって得た検知信号Ｓ３０に応じて、制御部４０が開閉弁２０の動
作を制御する。
【００７９】
　ガス監視装置１（１ａ，１ｂ，１ｃ）は、上記したように、複数のガス区画の間を連通
する流路に設置され、一のガス区画において絶縁ガスＧ１０の特性（圧力、分解ガス濃度
、水分量など）が変化した場合であっても、他のガス区画において絶縁ガスＧ１０の特性
が変化しないように、開閉弁２０の動作が制御される。
【００８０】
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　特に、本実施形態では、複数のガス区画（Ａ１，Ａ２，Ａ３）のそれぞれに、ガス監視
装置１（１ａ，１ｂ，１ｃ）を設置して監視を行っている。このため、絶縁ガスＧ１０の
特性が変化したことを、短時間で検出することができる。
【００８１】
　また、本実施形態のガス監視装置１（１ａ，１ｂ，１ｃ）においては、検知部３０が出
力した検知信号Ｓ３０に基づいて、表示部５０が情報を表示する。具体的には、表示部５
０では、開閉弁２０の開閉状態に関する情報を開閉表示部５１が表示する。また、表示部
５０では、絶縁ガスＧ１０の特性に関する情報を絶縁ガス特性表示部５２が表示する。絶
縁ガス特性表示部５２は、検知部３０が出力した検知信号Ｓ３０に基づいて、絶縁ガスＧ
１０の特性が予め定めた範囲から外れたと判断されるときには、異常であることを示す情
報を表示する。
【００８２】
　このため、本実施形態では、ガス絶縁機器１００において、絶縁ガスＧ１０の漏れや、
絶縁ガスＧ１０中の水分量の増加などに起因して絶縁性能が低下することを、未然に防止
することができる。
【００８３】
　また、本実施形態では、ガス絶縁機器１００において、絶縁ガスＧ１０が分解して生じ
た分解ガスに起因して地絡事故などの事故が起こることを、未然に防止することができる
。
【００８４】
　したがって、本実施形態では、ガス絶縁機器１００について予防保全を適切に行うこと
ができる。
【００８５】
［Ｅ］変形例
［Ｅ－１］変形例１
　図１に示したように、上記の実施形態では、ガス監視装置１の装置本体１０において、
第１本体部１１と第２本体部１２との両者が直接的に連結されている。しかし、これに限
らない。
【００８６】
　図４は、実施形態の変形例において、ガス監視装置を示す側面図である。図４において
は、図１と同様に、絶縁ガスの流れを太い矢印で示している。
【００８７】
　図４に示すように、ガス監視装置１の装置本体１０において、第１本体部１１と第２本
体部１２との間を直接的に連結せずに、継ぎ手７０を介して間接的に連結してもよい。
【００８８】
　図４に示すように、継ぎ手７０は、内部に流路Ｆ１０が形成されており、第１本体部１
１から第２本体部１２へ絶縁ガスＧ１０が流れるように構成されている。継ぎ手７０は、
一方の端部が、第１本体部１１のフランジ１１Ｆに連結され、他方の端部が第２本体部１
２のフランジ１２Ｆに連結される。
【００８９】
　ガス監視装置１の装置本体１０は、第１本体部１１と第２本体部１２との間が互いに着
脱自在であって分割可能であるので、本変形例のように、さまざまな形態で取付けを行う
ことができる。
【００９０】
　なお、本変形例では、単数の第１本体部１１と単数の第２本体部１２とが、継ぎ手７０
を介して連結されているが、これに限らない。第１本体部１１と第２本体部１２との数は
、目的に合わせて任意である。
【００９１】
　具体的には、複数の第１本体部１１と単数の第２本体部１２とを継ぎ手７０を介して連
結してもよい。この場合、第２本体部１２において、制御部４０は、複数の第１本体部１
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１のそれぞれに設置された検知部３０が出力する検知信号Ｓ３０のそれぞれに基づいて、
開閉弁２０の動作を制御してもよい。
【００９２】
　また、単数の第１本体部１１と複数の第２本体部１２とを継ぎ手７０を介して連結して
もよい。この場合には、複数の第２本体部１２のそれぞれにおいて、制御部４０は、第１
本体部１１に設置された検知部３０が出力する検知信号Ｓ３０に基づいて、開閉弁２０の
動作を制御してもよい。
【００９３】
　さらに、複数の第１本体部１１と複数の第２本体部１２とを継ぎ手７０を介して連結し
てもよい。この場合には、複数の第２本体部１２のそれぞれにおいて、制御部４０は、複
数の第１本体部１１に設置された検知部３０が出力する検知信号Ｓ３０に基づいて、開閉
弁２０の動作を制御してもよい。
【００９４】
［Ｅ－２］変形例２
　図２に示したように、上記の実施形態では、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視
装置１ｂとの両者に、第３のガス監視装置１ｃの流路Ｆ１０（図１参照）が連通していな
い。また、第１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２と第３ガス区画Ａ３のそれぞれに、母線
１１１と断路器１１２とガス遮断器１１３とのそれぞれが設けられている。しかし、これ
に限らない。
【００９５】
　図５は、実施形態の変形例において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様子を模
式的に示す図である。
【００９６】
　図５に示すように、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂと第３のガス監
視装置１ｃとについて、配管Ｐ１を介して、それぞれの流路Ｆ１０（図１参照）を連通さ
せてもよい。また、第１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２と第３ガス区画Ａ３とのそれぞ
れに、母線１１１ｂ，１１２ｂ，１１３ｂが設けられていてもよい。また、第１ガス区画
Ａ１と第２ガス区画Ａ２と第３ガス区画Ａ３とのそれぞれは、絶縁ガスＧ１０が封入され
る内部空間の容積が、互いに同じであってもよい。
【００９７】
　本変形例において、第１ガス区画Ａ１に封入された絶縁ガスＧ１０に関して監視を行う
ときには、第１ガスバルブＶ１１１を開けた状態にすると共に、第１のガス監視装置１ａ
に設けられた開閉弁２０（図１参照）を開けた状態にする。これにより、第１ガス区画Ａ
１において密閉タンク１０１から第１のガス監視装置１ａの流路Ｆ１０に絶縁ガスＧ１０
を導入させる。
【００９８】
　第２ガス区画Ａ２に封入された絶縁ガスＧ１０に関して監視を行うときには、第２ガス
バルブＶ１１２を開けた状態にすると共に、第２のガス監視装置１ｂに設けられた開閉弁
２０（図１参照）を開けた状態にする。これにより、第２ガス区画Ａ２において密閉タン
ク１０１から第２のガス監視装置１ｂの流路Ｆ１０に絶縁ガスＧ１０を導入させる。
【００９９】
　同様に、第３ガス区画Ａ３において封入された絶縁ガスＧ１０に関して監視を行うとき
には、第３ガスバルブＶ１１３を開けた状態にすると共に、第３のガス監視装置１ｃに設
けられた開閉弁２０（図１参照）を開けた状態にする。これにより、第３ガス区画Ａ３に
おいて密閉タンク１０１から第３のガス監視装置１ｃの流路Ｆ１０に絶縁ガスＧ１０を導
入させる。
【０１００】
　上述したように、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂと第３のガス監視
装置１ｃとは、配管Ｐ１を介して、それぞれの流路Ｆ１０（図１参照）が、連通している
。
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【０１０１】
　このため、たとえば、第２ガス区画Ａ２において絶縁ガスＧ１０の漏れが生じた場合に
は、第２ガス区画Ａ２と共に、第１ガス区画Ａ１と第３ガス区画Ａ３とのそれぞれにおい
て、絶縁ガスＧ１０の圧力が低下する。
【０１０２】
　したがって、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装置１ｂと第３のガス監視装置
１ｃとのそれぞれは、基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が予め定めた値よりも
低いと判断される場合には、開閉弁２０を閉じる。
【０１０３】
　その結果、本変形例では、第２ガス区画Ａ２において絶縁ガスＧ１０が漏れた場合であ
っても、第１ガス区画Ａ１および第３ガス区画Ａ３において絶縁ガスＧ１０の圧力が低下
することを防止可能である。
【０１０４】
［Ｅ－３］変形例３
　図５に示したように、上記の変形例２では、第１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２と第
３ガス区画Ａ３とのそれぞれにおいて、絶縁ガスＧ１０が封入される内部空間の容積が、
互いに同じである。しかし、これに限らない。
【０１０５】
　図６は、実施形態の変形例において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様子を模
式的に示す図である。
【０１０６】
　図６に示すように、第２ガス区画Ａ２において絶縁ガスＧ１０が封入される内部空間の
容積は、第１ガス区画Ａ１と第３ガス区画Ａ３とのそれぞれよりも小さくてもよい。
【０１０７】
　本変形例では、上記の変形例２の場合と異なり、第１のガス監視装置１ａと第２のガス
監視装置１ｂと第３のガス監視装置１ｃとのそれぞれに設けられた開閉弁２０（図１参照
）を閉じた状態にして、絶縁ガスＧ１０に関して監視を行ってもよい。
【０１０８】
　具体的には、図６に示すように、第１ガス区画Ａ１に封入された絶縁ガスＧ１０に関し
て監視を行うときには、第１ガスバルブＶ１１１を開けた状態にすると共に、第１のガス
監視装置１ａに設けられた開閉弁２０（図１参照）を閉じた状態にする。これにより、第
１ガス区画Ａ１において密閉タンク１０１から第１のガス監視装置１ａの流路Ｆ１０に絶
縁ガスＧ１０を導入させる。
【０１０９】
　第２ガス区画Ａ２に封入された絶縁ガスＧ１０に関して監視を行うときには、第２ガス
バルブＶ１１２を開けた状態にすると共に、第２のガス監視装置１ｂに設けられた開閉弁
２０（図１参照）を閉じた状態にする。これにより、第２ガス区画Ａ２において密閉タン
ク１０１から第２のガス監視装置１ｂの流路Ｆ１０に絶縁ガスＧ１０を導入させる。
【０１１０】
　同様に、第３ガス区画Ａ３に封入された絶縁ガスＧ１０に関して監視を行うときには、
第３ガスバルブＶ１１３を開けた状態にすると共に、第３のガス監視装置１ｃに設けられ
た開閉弁２０（図１参照）を閉じた状態にする。これにより、第３ガス区画Ａ３において
密閉タンク１０１から第３のガス監視装置１ｃの流路Ｆ１０に絶縁ガスＧ１０を導入させ
る。
【０１１１】
　上述したように、本変形例においては、第２ガス区画Ａ２は、内部空間の容積が他より
も小さい。このため、第２ガス区画Ａ２において絶縁ガスＧ１０の漏れが生じたときには
、絶縁ガスＧ１０の圧力が予め定めた値（警報圧力）に低下する時間が、第１ガス区画Ａ
１および第３ガス区画Ａ３よりも短くなる。
【０１１２】
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　したがって、基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が予め定めた値を超えたと第
２のガス監視装置１ｂが判断した場合には、第１のガス監視装置１ａと第２のガス監視装
置１ｂと第３のガス監視装置１ｃとのそれぞれに設けられた開閉弁２０（図１参照）を閉
じた状態から開いた状態にする。これにより、第１ガス区画Ａ１および第３ガス区画Ａ３
から絶縁ガスＧ１０が第２ガス区画Ａ２に流入するので、第２ガス区画Ａ２において絶縁
ガスＧ１０の圧力が予め定めた値（警報圧力）に低下する時間を長くすることができる。
【０１１３】
　つまり、第２のガス区画Ａ２に設置された第２のガス監視装置１ｂにおいて検知部３０
が出力する検知信号Ｓ３０に基づいて、第１のガス区画Ａ１に設置された第１のガス監視
装置１ａにおいて制御部４０が開閉弁２０について動作を制御してもよい。同様に、第２
のガス区画Ａ２に設置された第２のガス監視装置１ｂにおいて検知部３０が出力する検知
信号Ｓ３０に基づいて、第３のガス区画Ａ３に設置された第３のガス監視装置１ｃにおい
て制御部４０が開閉弁２０について動作を制御してもよい。
【０１１４】
　これから判るように、複数の第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのそれぞれに設置され
た制御部４０は、複数の第１本体部１１ａ，１１ｂ，１１ｃのそれぞれに設置された検知
部３０が出力する検知信号Ｓ３０に基づいて、開閉弁２０の動作を制御してもよい。ここ
では、一のガス区画（たとえば、Ａ２）に設置された第１本体部（たとえば、１１ｂ）の
検知部３０が出力する検知信号Ｓ３０を、他のガス区画（たとえば、Ａ１）に設置された
第２本体部（たとえば、１２ａ）の制御部４０が受信し、その受信した検知信号Ｓ３０に
基づいて、他のガス区画（たとえば、Ａ１）に設置された第２本体部（たとえば、１２ａ
）の開閉弁２０について動作を制御してもよい。
【０１１５】
［Ｅ－４］変形例４
　図２に示したように、上記の実施形態では、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のそれぞ
れに、第１本体部１１ａ，１１ｂ，１１ｃと第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃとの両者
を組み合せたガス監視装置１ａ，１ｂ，１ｃが設置されている。しかし、これに限らない
。
【０１１６】
　図７は、実施形態の変形例において、ガス監視装置をガス絶縁機器に取付けた様子を模
式的に示す図である。
【０１１７】
　図７に示すように、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のうち、第１ガス区画Ａ１には、
第１本体部１１ａと第２本体部１２ａとの両者を組み合せたガス監視装置１ａを設置し、
第１ガス区画Ａ１以外の第２ガス区画Ａ２および第２ガス区画Ａ３においては、第１本体
部を設置せずに、第２本体部１２ｂ，１２ｃを設置してもよい。ここでは、複数のガス区
画Ａ１，Ａ２，Ａ３のそれぞれは、第１ガス区画Ａ１に設置された第１本体部１１ａおよ
び第２本体部１２ａと、第２ガス区画Ａ２および第２ガス区画Ａ３に設置された第２本体
部１２ｂ，１２ｃとを介して、互いに連通している。つまり、単数の第１本体部１１ａと
複数の第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃとを用いて、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３
に封入された絶縁ガスＧ１０の特性に関して監視を行ってもよい。そして、複数の第２本
体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのそれぞれにおいて、制御部４０（図１参照）は、第１本体
部１１ａに設置された検知部３０が出力する検知信号Ｓ３０を受信し、その受信した検知
信号Ｓ３０を基づいて、複数の第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのそれぞれに設置され
た開閉弁２０の動作を制御するように構成されていてもよい。
【０１１８】
　図７に示すように、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のそれぞれに設置された第２本体
部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのそれぞれは、配管Ｐ１を介して、互いの流路Ｆ１０（図１参
照）が、連通している。このため、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３の少なくとも１つに
おいて絶縁ガスＧ１０の特性を変動させる事象が生じた場合には、その事象が生じた以外
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のガス区画においても、絶縁ガスＧ１０の特性が変動する。たとえば、第１ガス区画Ａ１
と第２ガス区画Ａ２と第３ガス区画Ａ３との少なくとも１つにおいて絶縁ガスＧ１０が漏
れた場合には、第１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２と第３ガス区画Ａ３とのそれぞれに
おいて、絶縁ガスＧ１０の圧力が低下する。
【０１１９】
　本変形例では、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のうち、どのガス区画において絶縁ガ
スＧ１０の特性を変動させる事象が生じたかを、直接的には特定できない。つまり、第１
ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２と第３ガス区画Ａ３とのいずれにおいて絶縁ガスＧ１０
が漏れたか、直接的には特定できない。
【０１２０】
　このため、複数の第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのそれぞれにおいて、制御部４０
は、下記に示すステップを順次行う。
【０１２１】
（第１ステップＳＴ１）
　まず、第１ステップＳＴ１においては、複数の第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのそ
れぞれに設置されている開閉弁２０のそれぞれを開けた状態にする。これにより、複数の
ガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３のそれぞれから第１本体部１１ａに絶縁ガスＧ１０が導入され
る。
【０１２２】
　そして、本ステップでは、その第１ガス区画Ａ１、第２ガス区画Ａ２、および、第３ガ
ス区画Ａ３のそれぞれから第１本体部１１ａに導入された絶縁ガスＧ１０の特性を、検知
部３０に検知させて検知信号Ｓ３０を出力させる。たとえば、検知部３０のうち、圧力セ
ンサ３１に絶縁ガスＧ１０の圧力を検出させて検知信号Ｓ３０として圧力検知信号Ｓ３１
を出力させる。これと共に、温度センサ３２に絶縁ガスＧ１０の温度を検出させて、検知
信号Ｓ３０として温度検知信号Ｓ３２を出力させる（図１参照）。
【０１２３】
（第２ステップＳＴ２）
　つぎに、第２ステップＳＴ２においては、上記の第１ステップＳＴ２で検知部３０が出
力した検知信号Ｓ３０に基づいて、第１本体部１１ａに導入された絶縁ガスＧ１０の特性
が予め定めた範囲から外れたか否かを判断する。
【０１２４】
　そして、本ステップにおいて、予め定めた範囲から外れたと判断される場合には、複数
の第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのうち一の第２本体部（１２ａ，１２ｂ，１２ｃの
いずれか）に設置された開閉弁２０を閉じた状態にする。これにより、複数のガス区画Ａ
１，Ａ２，Ａ３のうち、開閉弁２０が閉じられたガス区画からは第１本体部１１ａに絶縁
ガスＧ１０が導入されず、開閉弁２０が開けられたガス区画から第１本体部１１ａに絶縁
ガスＧ１０が導入される。
【０１２５】
　たとえば、第１ステップＳＴ１において出力された圧力検知信号Ｓ３１と温度検知信号
Ｓ３２とに基づいて基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が予め定めた範囲から外
れたと判断される場合には、複数の第２本体部１２ａ，１２ｂ，１２ｃのうち１つの第２
本体部（１２ａ，１２ｂ，１２ｃのいずれか）に設置された開閉弁２０を開いた状態から
閉じた状態に変更する。たとえば、第３ガス区画Ａ３に設置された第２本体部１２ｃの開
閉弁２０を開いた状態から閉じた状態に変更する。これにより、第３ガス区画Ａ３から絶
縁ガスＧ１０が配管Ｐ１を介して第１本体部１１ａへ流れることを停止する。
【０１２６】
　そして、本ステップでは、第１ガス区画Ａ１および第２ガス区画Ａ２から第１本体部１
１ａに導入された絶縁ガスＧ１０の特性を、検知部３０に検知させて検知信号Ｓ３０を出
力させる。ここでは、第１ステップＳＴ１と同様に、検知部３０のうち、たとえば、圧力
センサ３１に絶縁ガスＧ１０の圧力を検出させて検知信号Ｓ３０として圧力検知信号Ｓ３
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１を出力させる。これと共に、温度センサ３２に絶縁ガスＧ１０の温度を検出させて、検
知信号Ｓ３０として温度検知信号Ｓ３２を出力させる（図１参照）。
【０１２７】
（第３ステップＳＴ３）
　つぎに、第３ステップＳＴ３においては、上記の第１ステップＳＴ１で検知部３０が出
力した検知信号Ｓ３０と、上記の第２ステップＳＴ２で検知部３０が出力した検知信号Ｓ
３０とに基づいて、第１本体部１１ａに導入された絶縁ガスＧ１０の特性について変動の
有無を判断する。
【０１２８】
　第３ステップにおいて第１本体部１１ａに導入された絶縁ガスＧ１０の特性について変
動が有ると判断されるときには、再度、上記の第２ステップを行った後に、第３ステップ
を行う。
【０１２９】
　具体的には、第３ガス区画Ａ３に設置された第２本体部１２ｃの開閉弁２０を閉じる前
と閉じた後との間において、基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が変動しない場
合には、第３ガス区画Ａ３で絶縁ガスＧ１０の漏れが生じていると判断する。そして、第
３ガス区画Ａ３で絶縁ガスＧ１０が漏れて圧力が予め定めた範囲から外れたと判断される
ときには、第３ガス区画Ａ３において絶縁ガスＧ１０の圧力が異常であることを示す情報
を、第２本体部１２ｃの絶縁ガス特性表示部５２が表示する。
【０１３０】
　これに対して、第３ガス区画Ａ３に設置された第２本体部１２ｃの開閉弁２０を閉じる
前と閉じた後との間において、基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が変動した場
合には、第３ガス区画Ａ３では絶縁ガスＧ１０の漏れが生じていない。この場合には、第
１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２との少なくとも一方において絶縁ガスＧ１０の漏れが
生じていることになる。
【０１３１】
　このため、この場合には、第１ガス区画Ａ１と第２ガス区画Ａ２とに設置された他の第
２本体部１２ａ，１２ｂのうち１つの開閉弁２０について、開いた状態から閉じた状態に
する。たとえば、第２ガス区画Ａ２に設置された第２本体部１２ｂの開閉弁２０について
開いた状態から閉じた状態に変更する。これにより、第２ガス区画Ａ２から絶縁ガスＧ１
０が第１本体部１１ａへ流れることを停止する。また、第３ガス区画Ａ３に設置された第
２本体部１２ｃの開閉弁２０について閉じた状態から開いた状態に変更する。
【０１３２】
　第２ガス区画Ａ２に設置された第２本体部１２ｂの開閉弁２０を閉じたときに、基準温
度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が変動しない場合には、第２ガス区画Ａ２において
絶縁ガスＧ１０の漏れが生じていると判断する。そして、第２ガス区画Ａ２で絶縁ガスＧ
１０が漏れて圧力が予め定めた範囲から外れたと判断されるときには、第２ガス区画Ａ２
において絶縁ガスＧ１０の圧力が異常であることを示す情報を、第２本体部１２ｂの絶縁
ガス特性表示部５２が表示する。
【０１３３】
　この一方で、第２ガス区画Ａ２に設置された第２本体部１２ｂの開閉弁２０を閉じたと
きに、基準温度における絶縁ガスＧ１０の圧力の値が変動する場合には、第２ガス区画Ａ
２においても絶縁ガスＧ１０の漏れが生じていない。この場合には、第１ガス区画Ａ１に
おいて絶縁ガスＧ１０の漏れが生じていることになる。このため、第１ガス区画Ａ１に設
置された第２本体部１２ａの開閉弁２０を開いた状態から閉じた状態にする。そして、第
１ガス区画Ａ１で絶縁ガスＧ１０が漏れて圧力が予め定めた範囲から外れたと判断される
ときには、第１ガス区画Ａ１において絶縁ガスＧ１０の圧力が異常であることを示す情報
を、第２本体部１２ａの絶縁ガス特性表示部５２が表示する。
【０１３４】
　なお、本変形例では、単数の第１本体部１１ａと、複数の第２本体部１２ａ，１２ｂ，
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１２ｃとを用いて、複数のガス区画Ａ１，Ａ２，Ａ３に封入された絶縁ガスＧ１０に関し
て監視を行っているが、これに限らない。図示を省略しているが、複数の第１本体部と単
数の第２本体部とを用いて、複数のガス区画に封入された絶縁ガスに関して監視を行って
もよい。
【０１３５】
［Ｅ－５］その他の変形例
　上記の実施形態では、検知部３０が、圧力センサ３１と、温度センサ３２と、分解ガス
センサ３３と、流量センサ３４と、水分量センサ３５とを有する場合について説明したが
、これに限らない。上記以外のセンサを用いて、絶縁ガスＧ１０について種々の特性を検
知するように構成されていてもよい。
【０１３６】
　上記の実施形態では、各部において信号の入力および出力が信号線を介して行われる場
合について説明したが、これに限らない。信号の入力および出力については、無線通信に
よって行ってもよい。たとえば、制御部４０は、検知部３０が出力した検知信号Ｓ３０を
無線通信によって検知部３０から受信するように構成されていてもよい。また、制御部４
０は、弁制御信号Ｓ４１を無線通信によって弁駆動部２１へ送信すると共に、表示制御信
号Ｓ４２を無線通信によって表示部５０へ送信するように構成されていてもよい。遠隔操
作によって開閉弁２０の動作を制御してもよい。
【０１３７】
　上記の実施形態では、表示部５０が装置本体１０に設置されている場合について説明し
たが、これに限らない。装置本体１０以外の機器に上記の表示部５０が設置されていても
よい。また、他の電子機器を上記の表示部５０として利用してもよい。
【０１３８】
＜その他＞
　本発明のいくつかの実施の形態を説明したが、これらの実施の形態は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種
々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れる。
【符号の説明】
【０１３９】
１，１ａ，１ｂ，１ｃ…ガス監視装置、１０…装置本体、１１，１１ａ，１１ｂ，１１ｃ
…第１本体部、１２，１２ａ，１２ｂ，１２ｃ…第２本体部、２０…開閉弁、２１…弁駆
動部、３０…検知部、３１…圧力センサ、３２…温度センサ、３３…分解ガスセンサ、３
４…流量センサ、３５…水分量センサ、４０…制御部、４１…信号入力部、５０…表示部
、５１…開閉表示部、５２…絶縁ガス特性表示部、６０…記憶部、１００…ガス絶縁機器
、Ｆ１０…流路、Ｇ１０…絶縁ガス
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